
令和６年度　邑南町監査計画について 

 
令和６年度邑南町監査計画 

　邑南町監査基準第７条第１項の規定に基づき、令和６年度に実施する監査計画を次の

とおり定める。 

 
令和６年４月２２日決定 

 
邑南町代表監査委員　森脇 義博 

　　　　　                                              監査委員　宮田　博 

 
第１．基本方針 

　公正で合理的かつ能率的な本町の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどま

らず、指導に重点をおいて監査等を実施し、もって、町行財政の適法性、効率性、有

用性の増進、及び住民の福祉の増進に資するものとする。 

 
第２．監査等の実施 

　監査等の種類及び対象、時期等は以下のとおりとする。ただし監査計画の前提とし

て把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発

見した場合には、必要に応じて適宜監査計画を修正するものとする。 

なお、監査等の実施計画は別途協議のうえ決定する。　 

１　監査　　 

（１）定期監査（地方自治法第１９９条第４項） 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め

ているかどうかを主眼として実施する。 

また、必要に応じて、各事務・事業ごとの手続が適法・妥当かどうか、事務

事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われてい

るかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施

する。 

ア　対象　 

(ｱ)　普通会計（一般会計、電気通信事業特別会計） 

(ｲ)　公営事業会計（国民健康保険事業特別会計、国民健康保険直営診療所 
事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計） 

(ｳ)　水道事業会計、下水道事業会計 



イ　実施時期：６月、１月（邑南町監査委員条例第４条） 

 
（２）随時監査（地方自治法第１９９条第５項） 

　　　　　監査委員が必要と認めたときは、随時に監査を実施する。監査内容は定期監

査に準じて実施する。 

ア　対　　象　 

(ｱ)　普通会計（一般会計、電気通信事業特別会計） 

(ｲ)　公営事業会計（国民健康保険事業特別会計、国民健康保険直営診療所 

事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計） 

(ｳ)　水道事業会計、下水道事業会計 
イ　実施時期：通年において随時 

 
（３）行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

　　　　 必要があると認めるとき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費

で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか

どうかを主眼として適時実施する。 

ア　対　　象：定期監査、随時監査、例月出納検査の際に補完的監査として実

施する。 

イ　実施時期：定期監査、随時監査、例月出納検査の実施日 

 
（４）財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

　　　　　補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団

体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の

施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務

の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかどうかを主眼とし

て実施する。 

ア　対　　象：必要と認めたとき、又町長の要求があった団体 

イ　実施時期：必要に応じたとき 

　　 
（５）指定金融機関に対する監査（地方自治法第２３５条の２第２項又は公企法第

２７条の２第１項） 

　　　 　指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企

業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払事務が、法令等の規定及び指定

契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。 

ア　対　　象：公金の取り扱い状況 

イ　実施時期：必要に応じたとき 



　　 
（６）請求又は要求に基づく監査（地方自治法第７５条、法第９８条第２項、法１

２５条、法１９９条第６項、法第２４２条、法２４３条の２第３項又は公企法

第３４条、法２５２条の１１第４項、健全化法第２６条第１項） 

　　　　 請求又は要求に係る事務の執行、請求の内容について、要求に係る事実の有

無等について実施する。 

ア　対　　象：請求又は要求事項 

イ　実施時期：請求又は要求を受けたとき 

 
２　検査 

（１）例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納事務が正確に行われて

いるかを主眼として実施する。 

ア　対　　象　 

(ｱ)　普通会計（一般会計、電気通信事業特別会計） 

(ｲ)　公営事業会計（国民健康保険事業特別会計、国民健康保険直営診療所 

事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計） 

(ｳ)　水道事業会計、下水道事業会計 
イ　実施時期　毎月２０日（条例第９条） 

 
３　審査 

（１）決算審査（地方自治法第２３３条第２項及び公営企業法第３０条第２項） 

　　　　　決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかどうかを主眼として

実施する。 

ア　対　　象（令和５年度決算） 

(ｱ)　普通会計（一般会計、電気通信事業特別会計） 

(ｲ)　公営事業会計（国民健康保険事業特別会計、国民健康保険直営診療所 

事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、下水道事業特別会計） 

(ｳ)　水道事業会計 

イ　実施時期　　アの(ｱ)･(ｲ)：７～８月中旬 

　　　　　　　　　　　　　 (ｳ)：６～８月中旬 

 
（２）基金運用審査（地方自治法第２４１条第５項） 

　　　　　基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率

的に行われているかどうかを主眼として実施する。 

ア　対　　象：定額基金運用状況 



イ　実施時期：６～８月中旬（決算審査の際） 

　　 
（３）健全化判断比率等審査（健全化法第３条第１項、健全化法第２２条第１項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を

記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかどうかを主眼として実施す

る。 

ア　対　　象：財政健全化判断比率・資金不足比率 

イ　実施時期：６～８月中旬（決算審査の際） 

　　 
　　（４）内部統制評価報告書審査（地方自治法第１５０条第５項） 

　　　　　　町長が作成した内部統制評価報告書について、町長による評価が適切に実

施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切

に行われているか審査する。 

　　　　ア　対　　象：内部統制評価報告書等（令和５年度分） 

　　　　イ　時　　期：７月中旬 

 
第３．監査等の着眼点 

　　監査等を実施する場合の着眼点基準は、全国町村監査委員協議会編著の町村監査必

携に掲載されている監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監

査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定

める。 

 
第４．監査等の実施手続及び結果 

効果的かつ効率的に適切な監査等の証拠を入手するため、照合、実査、立会、確認、

質問、分析、比較等の手法について、適宜これらを組み合わせる等の方法により、最

も合理的かつ効果的となるよう選択のうえ実施し、報告書等の提出及び公表を行う。

ただし、監査対象課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の前に行い、

これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。 

 
第５．監査日程 

　　各監査日程について、別紙のとおりとする。詳細はその都度通知する。


